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Tax Analysis 
 

OECDによる第二の柱（グローバ
ル・ミニマム課税）：GloBE情報
申告及びセーフハーバーに関する
ガイダンスの公布 
 
2022年末、経済協力開発機構（OECD）は第二の柱（グローバル・ミニマム課
税）の実施パッケージ（implementation package）として、「セーフハーバー及
び罰則緩和に関するガイダンス」、「グローバル税源浸食防止（Global Anti-
Base Erosion、GloBE）情報申告に関するパブリックコンサルテーション文書」
及び「GloBEルールに係る租税の確実性に関するパブリックコンサルテーショ
ン文書」3つの文書を公表し、多くの企業の注目を集めた。本 Tax Analysisで
は、これら 3文書の理解の一助として、その主要内容について概要を説明す
る。 
 
2021年 10月、税源侵食と利益移転（BEPS）に関する G20/OECD包括的枠組み
（以下、「包括的枠組み」）の 135以上の加盟国が国際課税ルールを抜本的に
改革する画期的な政治的合意に達し、声明を発表した。包括的枠組みは引き続
き、2021年 12月に「第二の柱：グローバル税源浸食防止に関するモデルルー
ル」（以下、「モデルルール」）を、2022年 3月に「モデルルールのコメン
タリー」を公布した。 
 
1. 背景：所得合算ルール（IIR）と軽課税支払ルール（UTPR） 
 
「モデルルール」は、年間連結売上高が 7.5億ユーロ以上の巨大多国籍グルー
プに適用される。その主要ルールは以下のとおりである。 
 

• 所得合算ルール（IIR）：IIRはトップダウンアプローチで適用されるた
め、ほとんどの場合、関連する税額は最終親会社によって計算され、
その所在地国の税務当局に納付されることになる。企業グループが事
業活動を行う各の国・地域において、その利益に対して 15%の最低税
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率を下回る実効税率が適用される場合、最低税率までの上乗せ（トッ
プアップ）課税が行われる。 

 
• 軽課税支払ルール（UTPR）：UTPRは、二次的（バックストップ）ル

ールとして、実効税率が 15%の最低税率を下回り、且つ IIRが導入さ
れていない国・地域に適用される。UTPRトップアップ税額は、規定
の計算式に基づき算出される比率に基づき、UTPRが導入されている
国・地域に配分され、支払の損金算入否認又は同等の効果を持つ税務
調整方法によって各国で課税されることになる。 

 
• 適格国内ミニマム課税（QDMTT）：「モデルルール」では、各加盟国

が適格国内ミニマム課税（QDMTT：GloBEルールと同等の方法によ
り、同一国内の構成会社の超過利益に対して、最低税率まで課税する
仕組み）を導入する場合、IIR又は UTPRにより課されるトップアップ
税額をゼロに減額できると定められている。これにより、当該国にお
ける構成会社の利益に対して課されるトップアップ税は、 IIR又は
UTPRにより他国の税務当局に納付される代わりに、当該国の税務当
局に納付される。 

 
2. GloBE情報申告表（GIR） 
 
OECDは標準化された GloBE情報申告表の開発に取り組んでおり、その過程
で、税務当局への十分かつ網羅的な情報提供の確保と、税務当局から企業への
過度なコンプライアンス要件提示の回避との間でバランスを取ることを目指し
ている。OECDの当面の任務は、多国籍企業グループがモデルルールに基づき
GloBE納税義務を計算するために収集必要な網羅的なデータポイントセットを
特定することであるが、十分であると考えられるデータポイントセットは、下
記の 4セクションに分けられる。 
 

• 多国籍企業グループ（連結財務諸表に準拠する）及び報告対象構成事
業体に関わる基本情報： 

o 多国籍企業グループの名称と会計年度 
o 報告対象構成事業体の身分証明書 
o 多国籍企業グループの基本会計情報 

• 企業構造： 
o 最終親会社の詳しい情報 
o 多国籍企業グループ事業体やジョイントベンチャー（JV）事

業体の納税者識別番号（TIN）、出資構造、所得合算ルール及
び軽課税支払ルールの適用状況などの情報 

o 対象外事業体（例：年金ファンド、非営利団体） 
o 報告年度において発生した企業構造の変化 

• 実効税率（ETR）とトップアップ課税金額の計算： 
o 対象となるグループ 
o 適用除外の対象となる国・地域（例：セーフハーバー・ルー

ル或いはデミニマス除外の適用により、トップアップ課税金
額がゼロになる国・地域） 

o 課税管轄地の関連情報： 
§ 実効税率とトップアップ課税金額。GloBE所得または

損失、実効税率、実質ベースの所得除外額などを含
む 

§ 繰延所得税の調整。戻し入れられた金額及び過渡期
で発生した金額を含む 

§ 課税管轄地の選択（Jurisdictional elections、適用され
る場合）。例えば、インセンティブストックオプシ
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GIRの提出期限は会計年度終了後の 15カ月であるが、多国籍企業グループが GloBEルールの適用対象となった最初の会
計年度に限り、会計年度終了後の 18カ月である。また、多国籍企業グループは、国内法に定められた納税地や申告・納
税義務関連の規定も遵守する必要がある。 
 
包括的枠組みは引き続き、集中申告ルール（最終親会社（またはその他の指定構成事業体）が所轄の税務当局に GIRを
提出することで、その他の構成事業体の GIR提出義務が免除される。締約国の税務当局の間で、GIRに関する自動的情報
交換が行われる）の開発に取り組む。GloBEルールに基づき構成事業体の納税義務の正確性を評価する際、GIRで報告さ
れた多国籍企業グループの全ての情報と税額計算が必要とされない場合があり、包括的枠組みは、GIRで報告された情報
のセグメント化を検討している。 
 
また、包括的枠組みは、税務当局からのさらなる情報リクエストに対応し、GIRの記載情報に対する税務当局のリスク評
価をサポートするための協調的な枠組みの構築を検討している。 
 
3. セーフハーバー・ルール 
 
1) 経過的なセーフハーバー：国別報告（CbCR）の情報に基づく経過措置 
 
CbCRセーフハーバーは短期的措置であり、その目的は、低リスク課税管轄地における多国籍企業グループの事業を
GloBEルールの適用範囲から除外することである。CbCRセーフハーバーは、2026年 12月 31日以前に開始する会計年度
に適用され、多くの企業グループにとって、3年間の適用となる。 
 
具体的には、適格の CbCR報告書や財務諸表の情報に基づき、ある国・地域の業務に対して、以下 3つの基準で判定を行
い、いずれか 1つを充足する場合、その国・地域のトップアップ税額はゼロとみなされる。 
 

• デミニマステスト（De minimis test）：その国における CbCR上の年間売上総額が 1,000万ユーロ未満であり、か
つ税引前利益が 100万ユーロ未満であること 

• 簡易実効税率テスト（Simplified ETR test）：その国における「簡易実効税率（simplified ETR）」≥ 経過税率
（transition rate） 

o 2023年・2024年中に開始する対象会計年度の経過税率は 15%、2025年中に開始する対象会計年度の経
過税率は 16%、2026年中に開始する対象会計年度の経過税率は 17%である 

• ルーティン利益テスト（Routine profits test）：その国の CbCR上の税引前利益 ≤ モデルルールに基づき計算され
る「実質ベースの所得除外額（SBIE: Substance-based Income Exclusion）」 

 
上記で使用する多国籍企業グループの CbCR報告書は、適格の財務諸表に基づき作成・提出されたものでなければならな
い。適格の財務諸表は、最終親会社による連結財務諸表、及びグループの各構成会社単体の財務諸表（前提として、こ
れらの財務諸表は、一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき、正確で信頼性の高いデータを用いて作成されたも
のであること）を含む。 
 

ョンに関するルールの適用 
o 事業体の関連情報： 

§ GloBE所得または損失 
§ 実効税率に基づく税額 
§ 事業体（または JV）の選択。例えば、公正価値の会

計調整に関するルールの適用 
§ 除外された国際海運業所得など 

• トップアップ課税金額の按分： 
o 軽課税地域の確定 
o 所得合算ルールの適用 
o 軽課税支払ルールにおける当該課税管轄地のトップアップ課

税金額 
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簡易実効税率テストの計算上、その分子は簡易実効税率に基づき計算される税額（即ち、多国籍企業グループの CbCR上
ではなく、適格財務諸表上の所得税費用に基づき計算され、且つ GloBEルールにおける「実効税率に基づき計算される
税額」及び不確実な税務ポジション（Uncertain tax position）に関わる金額を除外した金額）、分母は CbCR上の税引前利
益である。 
 
経過的なセーフハーバーは、「once out, always out」アプローチが適用される。即ち、ある対象会計年度において適用し
なかった国については、その後の対象会計年度において経過的なセーフハーバーを適用することができない。 

 
ただし、特定の状況において、特定の事業体を対象として、特別な措置が講じられる可能性がある。例えば、JV及び JV
子会社、売却目的で保有する事業体、最終親会社がパス・スルー事業体である場合又は損金算入配当制度の対象である
場合、複数の親会社を持つ多国籍企業グループ、投資会社又は保険投資会社、無国籍会社、適格配当ベース課税制度の
適用を受ける場合などが挙げられる。更に、所有持分（一定のポートフォリオ投資を除く）の公正価値の変動に起因す
る「正味未実現公正価値損失」が国別で合計 5,000万ユーロを超える場合、その国の CbCR上の税引前利益から当該正味
未実現公正価値損失の金額を除外する特別ルールも想定されている。 

 
2) 恒久的セーフハーバー：簡易計算 
 
「セーフハーバー及び罰則緩和に関するガイダンス」では、「簡易計算セーフハーバー」の枠組みも示されており、合
意に達すれば、企業の事務負担の軽減が期待される。 
 
今後、次の基準に基づく簡易計算ルールに関するガイダンスが公表されることが想定される。 
 

• GloBE所得（BloBE Income）が、「実質ベースの所得除外額（SBIE）」以下であること 
• 平均 GloBE 収益（Average GloBE Revenue）が 1,000 万ユーロ未満であり、かつ平均 GloBE 所得（Average GloBE 

Income）が 100 万ユーロ未満である（即ち、当該課税管轄地は「モデルルール」におけるデミニマステスト
（De minimis exclusion）を充足する）こと 

• 国別実効税率（ETR）が 15%以上であること 
 
例えば、規模または重要性の観点で連結財務諸表上から除外される重要性の低い構成事業体に、CbCRの情報に基づく簡
易計算セーフハーバーが適用されることが想定される。これらの構成事業体はセーフハーバーの適用上、簡素化された
情報源ルールを運用し、また、CbCR上のデータを使用して収入・利益・税額を計算することができる。 
 
なお、包括的枠組みは、適格国内ミニマム課税（QDMTT：Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）が導入された国に所
在する多国籍企業に適用されるセーフハーバールールも検討している。 
 
4. 罰則緩和に関する経過措置 
 
グローバル・ミニマム課税の適用に当たり、合理的な措置を講じている企業グループに対する罰則の適用には、税務当
局の「慎重な検討」を要するものとして、罰則緩和に関する経過措置が講じられる。当該経過措置は、2026年 12月 31
日以前に開始する会計年度に適用され、多くの企業グループにとって、3年間の移行期間において、関連するペナルテ
ィが緩和される見込みである。 
 
5. 課税の確実性（tax certainty） 
 
包括的枠組みは、各国が一貫したアプローチでグローバル・ミニマム課税ルールの導入を行えるよう努めてきたが、各
国の税務当局による GloBEルールの解釈と適用に違いが生じる可能性がある。包括的枠組みは、課税の確実性の向上を
目的として、下記のメカニズム（効果的な紛争解決メカニズムを含む）を模索している。 
 

• 「モデルルール」とそのコメンタリー、及び執行ガイダンスを通じて、GloBEルールを導入するための一貫性の
あるアプローチの構築をサポートする。ただし、まだ検討又は解決されていない「解釈上の問題」が存在する
可能性がある。 

• 多国間レビュープロセスを通じて、ある課税管轄地が所得合算ルール、軽課税支払ルール、または国内ミニマ
ム課税を適切に導入しているかどうかを確認する。 
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• 税務当局は、よく見られる解釈上の問題を包括的枠組みに提出し、包括的枠組みによる執行ガイドラインの公
布を通じて問題解決を図る。 

• コモンリスクの評価を実施し、協調的なコンプライアンスプログラム（例：OECDの国際的コンプライアンス保
証プログラム（ICAP：International Compliance Assurance））を構築する。 

• 二国間・多国間事前確認協議（APA）を含む拘束力のある課税の確実性向上メカニズムを実施する。 
 
また、下記の紛争解決メカニズムも検討されている。 
 

• 二国間租税条約に盛り込まれている相互協議（MAP：Mutual Agreement Procedure）ルールを紛争解決の基礎と
して運用する。 

• 対象となる「紛争」の範囲（例えば、解釈または適用の違いによって発生する二重課税に関する紛争）の確定。 
• 紛争解決の基礎の確定（例えば、「モデルルール」とそのコメンタリー、及び執行ガイドラインを権限ある当
局による合意の基準として使用する）。 

• 紛争解決メカニズムに使用できるツール（新規の多国間条約、「税務行政執行共助条約に関する多国間条約」、
既存の租税条約または国内法における紛争解決メカニズムを含む）。 

 
6. フォローアップ 
 
包括的枠組みは、GloBE情報申告表と課税の確実性に関するパブリックコンサルテーションで得た意見をまとめた上で発
表を行い、且つ 2023年 3月 16日に公聴会を開く予定である。また、包括的枠組みは、グローバルミニマム課税ルール
の解釈と執行に関するガイダンスを順次発表する予定であり、その第一弾は 2023年初頭に発表された（次回の Deloitte 
Tax Analysisのテーマとさせていただく）。租税条約の特典否認ルール（Subject to Tax Rule、STTR）の開発作業は継続さ
れており、STTRは発展途上国における特定の関連者支払いに適用される。 
 
7. デロイトのコメント 
 
今回包括的枠組みから発行された 3つの文書は、グローバルミニマム課税ルールのコンプライアンスと管理に関する一
連の問題をカバーしており、企業の注目を集めている。第二の柱における GloBE情報申告表に関連する当面の主要任務
は、収集・申告すべき情報やデータの特定である（GloBE情報申告表テンプレートの最終的なデザインに準拠する）。包
括的枠組みは、必要なデータ、可能な簡素化ルール、及び適格国内ミニマム課税との間の潜在的な相互関係などについ
て、企業からの意見募集を終えている。パブリックコンサルテーション文書では、データリストが（4ページのグルー
プデータ、10ページの課税管轄地データ、6ページの事業体データ、2ページの国別トップアップ税情報を含む）表形
式で掲載されている。 
 
英国、EU加盟 27カ国、韓国及び日本などのアジア諸国を含む多くの国は、2023年 12月 31日またはそれ以降に開始す
る会計年度に所得合算ルールを適用する見込みである。企業は、申告期限（即ち、2026年 6月 30日）間近で申告を行
うことが想定されるが（ごく一部の例外を除く）、2024年に IIRが発効した後、申告する必要のあるデータを速やかに
把握する意向がある。現在のプロセス上、GloBE情報申告表はある課税管轄地の税務当局（通常、最終親会社または中間
持株会社の税務当局）に提出され、そこから他の課税管轄地の税務当局との情報交換が行われる。上記の目的を達成す
るためには、情報交換を容易にするための XML（Extensible Markup Language）の運用や、各国の権限ある当局の間におけ
る情報交換協定の締結が必要となる可能性がある。CbCRの実務経験から見て、現地の申告要件とコンプライアンスプロ
セスに起こりうる変化に対応するために、多国間または二国間の情報交換協定を可能な限り早期に締結し実施する必要
がある。 
 
包括的枠組みによるセーフハーバー関連の取り組みは、企業のコンプライアンス上の負担の低減に資するものであり、
少なくとも過渡期において重要な役割を果たすものである。CbCR上の所得税税引前利益と財務諸表上の所得税費用を用
いて簡易実効税率を算出するセーフハーバールールは、GloBEルール導入後の最初の 3年間に、多くの企業グループにと
って非常に役立つものとなっている。セーフハーバールールでは、グループの連結財務諸表データと現地の構成事業体
単体の財務諸表データ（一般に公正妥当と認められる会計基準で作成されたもの）のいずれかに基づき作成された国別
報告書の使用が認められるため、国別報告書の作成における既存の「トップダウン」または「ボトムアップ」アプロー
チが引き続き運用可能であることが、企業にとって望ましいと言える。また、経過的セーフハーバーと恒久的セーフハ
ーバーのいずれも、所在地国の国内法に導入され、適格国内ミニマム課税の適用制限となる。アフリカ税務行政フォー
ラム（ATAF）は最近、コンプライアンス上の負担を軽減するために、セーフハーバールールの導入を含む国内ミニマム
課税ルールの国内法導入に関する勧告の草案を発表した。長期的に見て、包括的枠組みが幅広い層にとって意義のある
簡素化措置を構築できるか否かは、要観察である。 
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包括的枠組みは引き続き、紛争防止と紛争解決のためのメカニズムの構築に取り組む。このようなメカニズムは、各国
が法的拘束力のある法律文書を締結して始めて、効果を発揮する。想定されるアプローチの一つとして、第二の柱のル
ールを取り入れた二国間租税条約の締結を通じて、各国における国内法導入をサポートすることが挙げられる。 
 
発展途上国から低税率国への特定の関連者間支払いに対する源泉所得税の徴収に適用される STTRルールのファイナライ
ズに向けた作業が継続している。また、グローバル・ミニマム課税ルールに関するテクニカル面のさらなる明確化作業
も継続されており、その成果は、2022年 3月に予定されている「モデルルールのコメンタリー」のアップデートを通じ
て発表される予定である（初回のアップデートは、既に 2023年 2月に行われた）。 
 
 
 
デロイトは「Global Tax System Reshaping 2.0 Series」を通じて、グローバル税制の重大な変革に関する最新情報、及び多
国籍企業への潜在的な影響に関する分析を提供しております。より詳しい情報をご希望の場合には、お気軽にご連絡く
ださい。 
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